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１
２
月
２
０
日
（
土
）
、
地
方
本
部

は
大
会
以
降
の
諸
課
題
と
組
織
拡
大
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
、
支
部
・
分
会
委
員

長
及
び
書
記
長
会
議
を
行
い
意
思
統
一
を

図
り
ま
し
た
。

地
方
本
部
塚
原
委
員
長
は
、
１
２
月

１
４
日
に
行
わ
れ
た
、
各
種
選
挙
に
つ

い
て
触
れ
、
自
公
政
権
が
過
半
数
を
占

め
る
結
果
と
な
り
、
安
倍
政
権
の
暴
走

政
治
が
続
く
事
は
予
想
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
労
働
組
合
と
し
て
何
が
出
来
る

の
か
、
し
っ
か
り
と
や
っ
て
行
き
た
い
。

ま
た
、
組
織
拡
大
に
も
触
れ
１
２
月
に

２
名
の
拡
大
に
成
功
し
ま
し
た
。
引
き

続
き
他
の
分
会
で
も
組
織
拡
大
を
成
功
さ

せ
、
更
に
前
進
を
図
っ
て
欲
し
い
と
報

告
し
ま
し
た
。

会
議
に
は
、
本
部
出
戸
執
行
委
員
、

東
本
部
佐
藤
書
記
長
・
伊
藤
執
行
委
員
も

出
席
し
、
組
織
拡
大
を
中
心
に
報
告
が

さ
れ
、
諦
め
ず
粘
り
強
く
続
け
る
事
が

大
切
で
、
そ
の
事
が
大
き
な
力
に
な
る

と
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

組

織

強

化

・

拡

大

、

労

働

条

件

改

善

の

闘

い

に

奮
闘
し
よ
う
！

全
支
部
分
会
・
委
員
長
・
書
記
長
会
議
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全
国
貨
物
協
議
会

は
、
12
月
10
日
に
第

1
回
エ
リ
ア
代
表
者

会
議
を
開
催
し
、
年

末
手
当
の
中
間
総
括
・

労
働
協
約
交
渉
の
到

達
点
・
２
０
１
５
年

度
労
働
条
件
改
善
要

求
・
組
織
強
化
拡
大

に
つ
い
て
全
国
的
な

意
思
統
一
を
図
り
、

当
面
す
る
闘
い
を
全

力
で
展
開
す
る
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
。

２
０
１
５
年
度
労
働

条
件
改
善
に
関
す
る

要
求
（
素
案
）

◆
重
点
要
求

①
早
急
に
６
５
歳
定

年
制
を
確
立
す
る
こ

と
。

②
５
５
歳
以
上
社
員

の
賃
金
ダ
ウ
ン
を
改

善
し
、
同
一
労
働
、

同
一
賃
金
に
基
づ
き

定
期
昇
給
制
度
を
確

立
す
る
こ
と
。

③
嘱
託
社
員
賃
金
を

引
き
上
げ
る
こ
と
。

④
出
向
先
会
社
の
労

働
条
件
の
抜
本
的
改

善
を
図
る
こ
と
。

⑤
年
間
休
日
数
を
１

２
３
日
と
し
、
完
全

週
休
２
日
制
を
確
立

す
る
こ
と
。
年
間
総

労
働
時
間
は
、
１
．

８
０
０
時
間
以
内
と

す
る
こ
と
。

⑥
７
等
級
ま
で
を
自

動
昇
格
と
し
、
昇
進

年
数
を
改
善
す
る
こ

と
。

⑦
退
職
金
減
額
の
第

二
基
本
給
制
度
は
廃

止
す
る
こ
と
。

⑧
就
業
規
則
で
定
め

て
い
る
す
べ
て
の
休

暇
を
要
員
算
定
基
礎

と
し
て
、
公
休
・
特

休
・
年
休
、
休
日
及

び
休
暇
が
完
全
に
消

化
で
き
る
要
員
を
配

置
す
る
こ
と
。

⑨
業
務
災
害
補
償
金

の
抜
本
的
改
善
を
図

る
こ
と
。

⑩
Ｊ
Ｒ
乗
車
券
の
半

額
補
助
制
度
を
新
設

す
る
こ
と
。

⑪
超
過
勤
務
手
当
を

150

／
100
、
休
日
に
臨

時
に
勤
務
し
た
場
合

200

／
100
を
支
払
う
こ

と
。

⑫
法
改
正
に
伴
い
契

約
社
員
を
正
社
員
化

と
す
る
こ
と
。

全
国
貨
物
協
議
会
が
当
面
す
る
課
題
で
意
思
統
一

Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
・
全
国
キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動

山
口
宏
弥
団
長
・
鈴
木
圭

子
事
務
局
次
長
が
参
加
し
、

不
当
解
雇
撤
回
裁
判
闘
争

の
現
状
報
告
を
行
い
、
解

雇
か
ら
４
年
が
経
過
し
た

が
、
原
告
団
全
員
が
意
思

を
固
め
Ｊ
Ａ
Ｌ
会
社
・
裁

判
所
に
対
し
不
当
性
を
認

め
さ
せ
、
職
場
復
帰
す
る

ま
で
闘
う
決
意
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ベ
テ

ラ
ン
社
員
を
解
雇
す
る
中

で
、
安
全
が
脅
か
さ
れ
る

事
態
も
発
生
し
て
い
る
と

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

12
月
20
日
、
地
方
本

部
会
議
室
に
て
、
Ｊ
Ａ

Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
全
国

キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動
報
告

集
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。Ｊ

Ａ
Ｌ
原
告
団
か
ら
、


